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変更日 内容 該当ページ 

令和３年１２月２２日 世田谷区建設工事総合評価方式実施要綱制定 － 

令和３年１２月２３日 本手引きを公表 － 

令和５年 ２月１０日 評価基準価格の設定範囲及び算出方法を改定 ８ 

令和５年 ３月１７日 公契約評価点「労働福祉の状況」を国制度改正に対応 １７ 

令和６年 ２月 １日 
建設共同企業体（ＪＶ）での入札参加における評価基準を
追加、男女共同参画、ワーク・ライフ・バランスの配点を
改定 

５、６、７、２０、
２２、２５、２７、

３２ 

令和７年 １月２０日 資料提出方法の変更 ２６ 

令和８年 １月２３日 

書類の簡略化に伴う書類の提出周期の追記 

１３、１４、１６、
１９、２０、２１、
２２、２４、２５、

２８ 

必須評価項目の追加（建設キャリアアップシステム） ４ 

施工能力評価点「配置予定技術者の実績」における対象案
件の変更及び適用要件の明確化 

１３ 

地域貢献評価点「地域経済振興」における適用要件の明確
化 

１５ 

  

  



 

 

令和８年２月 1日より、申告書と合わせて提出していただく書類の簡略化を実施します。 

簡略化の対象となる書類は下表のとおりです。 

 

評価項目 提出書類 

災害時協力協定 

・災害時協力協定の写し 

・地域貢献評価点（災害時協力協定活動実績）申告書

（様式２） 

地域経済振興 
・下請使用状況届の写し(工事竣工時の最新のもの) 

・区内事業者への下請負契約書等の写し 

労働福祉の状況 ／ 若年者雇用 ・経営規模等評価結果通知書の写し 

労働安全衛生 

・建設業労働災害防止協会の加入証明書の写し 

・建設業労働安全衛生マネジメントシステム（COHSMS）

認定書の写し 

建設キャリアアップシステム ・事業者登録していることがわかる資料 

男女共同参画、 

ワーク・ライフ・バランス 

【厚生労働省等の認定】 

・東京ライフ・ワーク・バランス認定状の写し 

・基準適合一般事業主認定通知書の写し（えるぼし認定・

くるみん認定） 

・基準適合認定一般事業主認定通知書の写し（プラチナ

えるぼし認定・プラチナくるみん認定） 

【一般事業主行動計画の策定・届出】 

・都道府県労働局へ提出した一般事業主行動計画策定・

変更届の写し（受領印のあるもの） 

障害者雇用 

【法定雇用義務がある事業者の場合】 

・直近で公共職業安定所宛に提出した障害者雇用状況報

告書の写し 

【法定雇用義務がない事業者の場合】 

・障害者を雇用していることがわかる資料 

 

簡略化に伴い、提出方法は以下のとおり変更となります。 

これまで 

 

 

案件ごとに書類を提出する 
 

令和８年２月より 

毎年２月１日以降、最初に参加する総合評価方式

適用案件の申告書提出時に、最新の資料をすべて

添付して提出する。 

２回目以降の参加時は、『前回提出した申告書の内

容から申告内容が変更となった場合』または、『申

告内容に変更はないが提出していた書類の最新版

が変更となった場合』に書類を再度提出する。 
 

申告書提出時の添付書類の一部運用変更について 
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１ 趣旨 

 世田谷区では、工事の入札における適正な競争を促し、公共工事のより安定的

な品質確保を目指して、平成 21年度から施工能力審査型総合評価方式を試行し、

平成 26年度から本格実施してきました。 

また、平成 27年度には世田谷区公契約条例を施行し、公契約に係る労働者の

適正な労働条件の確保などを通じて、地域経済の活性化や区民福祉の増進を図

り、より一層の適正な契約の執行に努めてきました。令和３年２月には、同条例

に基づき設置された公契約適正化委員会より、ダンピング防止のための制度改

革を進めることなどについて答申を受けたところです。 

 これらを踏まえ、従来の施工能力審査型総合評価方式を改定し、過度な低価格

入札を抑制する価格評価手法や労働環境整備等の取組状況への評価等を盛り込

むことで、公契約条例の趣旨を具体的に反映した入札制度として世田谷区建設

工事総合評価方式を策定しました。本総合評価方式については令和４年度契約

案件からの試行を経て、令和８年度より本格実施いたします。今後におきまして

も、引き続き品質と価格のバランスのとれた公契約の実現を目指してまいりま

す。 

 

２ 総合評価方式とは 

 総合評価方式とは、価格のみで落札者を決定する方式と異なり、価格に加えて

価格以外の要素を含めて総合的に評価し、もっとも評価値の高い者を落札者と

する方式で、価格や施工能力等を評価することにより総合的に優れた調達を行

うものです。 

 

【世田谷区で実施する総合評価方式】 

タイプ：特別簡易型 

概 要：技術的な工夫の余地が小さい工事において、施工計画の評価を要件とせ

ず、定量化された評価項目と入札価格を総合的に評価する方式を実施し

ます。施工能力審査型総合評価方式で対象としてきた工事成績や配置予

定技術者の資格、地域貢献等に加え、世田谷区公契約条例の趣旨を踏ま

えて、労働者の働きやすい環境整備等の観点から評価を実施します。 

  

第１ 世田谷区建設工事総合評価方式の概要 
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３ 総合評価方式の手順 

 入札公告から契約締結までの手順は次のフロー図のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※電子申請による

入札公告

（落札者決定基準の公表を含む）

入札参加資格確認申請期限

入札参加資格確認結果の通知

評価点申告書等の提出

入札書の提出

開札

評価値の算定

落札者決定

質疑応答

契約締結
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４ 落札者の決定方法等 

（１）落札者の決定方法 

入札価格が予定価格の制限の範囲内である者のうち、価格点、施工能力評価

点、地域貢献評価点、公契約評価点を合計した評価値が最も高い者を落札者と

します。ただし、（３）に示す失格事由に該当する場合を除きます。 

 

評価値 
＝ 

価格点 
＋ 

施工能力評価点＋地域貢献評価点＋公契約評価点 

（１００点満点） （５０点満点） （５０点満点） 

 

（２）評価値が同点の場合の取り扱い 

 評価値が最も高い者が２者以上あるときは、当該者によるくじ引きにより落

札者を決定します。くじ引きには東京電子自治体共同運営電子調達サービスの

くじを用いるものとします。 

 

（３）失格事由 

 次の①～④に該当する場合は当該入札参加者を失格とし、入札は無効としま

す。 

①評価点の申告に係る書類を所定の期限までに提出しなかった場合 

②低入札価格調査の結果、契約の内容に適合した履行がされないおそれがある

と認められた場合（入札価格が失格基準価格未満であった場合を含む。） 

③入札参加資格確認通知後、落札者決定までに次に掲げる事由のいずれかに該

当した場合 

・世田谷区指名停止基準に基づき指名停止措置を受けた場合 

・世田谷区契約における暴力団等排除措置要綱に基づき入札参加除外措置を

受けた場合 

・入札参加資格がないことが判明した場合 

・入札参加資格確認申請の書類又は評価点の申告に係る書類において虚偽の

記載をした場合 

④その他入札に関して不正な行為又は公序良俗に反する行為をした場合 
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（４）評価項目一覧 

評価項目 必須項目 配点 

価格点 （５０点満点） 〇 ０～５０  

施工能力 

評価点 

（２０点満点） 

工事成績 〇 －２～１３ 選択した評

価項目の満

点をもとに

５０点満点

に換算する 

（小数点以

下５位未満

の端数は切

り捨て） 

優良工事実績  ０～３ 

配置予定技術者の資格  ０～２ 

配置予定技術者の実績  ０～２ 

地域貢献 

評価点 

（１５点満点） 

災害時協力協定 〇 ０～６ 

区内本店事業者 〇 ０～３ 

地域経済振興 〇 ０～６ 

公契約 

評価点 

（１５点満点） 

賃金支払の状況 

〇 
(予定価格3000

万円以上の案

件に限る) 

－２～０ 

労働福祉の状況 〇 ０～３ 

労働安全衛生 〇 ０～４ 

建設キャリアアップ 

システム 
〇 ０～２ 

男女共同参画、 

ワーク・ライフ・バランス 

 
０～２ 

障害者雇用  －２～２ 

若年者雇用  ０～２ 

※必須項目以外の評価項目は、案件ごとに選択するものとし、当該発注工事の落

札者決定基準において示します。 

 

【評価項目の設定例】 

 

 

 

 

  

すべての評価項目を適用する場合 

 

・価格点     50 点満点 

・施工能力評価点 20 点満点 

・地域貢献評価点 15 点満点 

・公契約評価点   15 点満点 

⇒施工能力評価点、地域貢献評価点、公契約評価点

は 50 点満点のまま評価します。 

 

必須項目のみ適用する場合 

 

・価格点     50 点満点 

・施工能力評価点 13 点満点 

・地域貢献評価点 15 点満点 

・公契約評価点    9点満点 

⇒施工能力評価点、地域貢献評価点、公契約評価点

は 50/37 を乗じ、50 点満点に換算して評価しま

す。 

50点満点 37点満点 
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５ 建設共同企業体（ＪＶ）における評価方法 

  建設共同企業体（ＪＶ）での入札参加の場合、施工能力評価点、地域貢献評

価点、公契約評価点（ただし「賃金支払の状況」はＪＶ全体として評価します。）

は、評価項目ごとに各構成員の評価の平均（小数点以下５位未満の端数は切り

捨て）によるものとします。 

 

（１）評価項目一覧 

評価項目 必須項目 配点 

価格点 （５０点満点） 〇 ０～５０ 

施工能力 

評価点 

（２０点満点） 

工事成績 〇 －２～１３ 

優良工事実績 〇 ０～３ 

配置予定技術者の資格 〇 ０～２ 

配置予定技術者の実績  〇※ ０～２ 

地域貢献 

評価点 

（１５点満点） 

災害時協力協定 〇 ０～６ 

区内本店事業者 〇 ０～３ 

地域経済振興 〇 ０～６ 

公契約 

評価点 

（１５点満点） 

賃金支払の状況※ 〇 －２～０ 

労働福祉の状況 〇 ０～３ 

労働安全衛生 〇 ０～４ 

建設キャリアアップ 

システム 

〇 
０～２ 

男女共同参画、 

ワーク・ライフ・バランス 

〇 
０～２ 

障害者雇用 〇 －２～２ 

若年者雇用 〇 ０～２ 

※配置予定技術者の実績は、当該発注工事が建築工事若しくは設備工事の改修

工事の場合は評価対象としません。 

※「賃金支払の状況」はＪＶ全体として評価します。 
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（２）評価の例 

①２者による建設共同企業体（ＪＶ）の場合 

評価項目 構成員① 構成員② 
評価点 

（平均） 

施工能力 

評価点 

工事成績 ８ ７ ７．５ 

優良工事実績 ０ ３ １．５ 

配置予定技術者の資格 １ ２ １．５ 

配置予定技術者の実績 ２ ０．５ １．２５ 

地域貢献 

評価点 

災害時協力協定 ０ ３ １．５ 

区内本店事業者 ３ ３ ３ 

地域経済振興 ６ ２ ４ 

公契約 

評価点 

賃金支払の状況   ０ ※ ０ 

労働福祉の状況 ３ ２ ２．５ 

労働安全衛生 ２ ０ １ 

建設キャリアアップシ

ステム 
２ ２ ２ 

男女共同参画、 

ワーク・ライフ・バラン

ス 

１ ０ ０．５ 

障害者雇用 ０ －２ －１ 

若年者雇用 １ １ １ 

合計 ２９ ２３．５ ２６．２５ 

※「賃金支払の状況」はＪＶ全体として評価します。 
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②３者による建設共同企業体（ＪＶ）の場合 

評価項目 構成員① 構成員② 構成員③ 
評価点 

（平均） 

施工能力 

評価点 

工事成績 ８ １０ ７ ８．３３３３３３ 

優良工事実績 ２ ３ ０ １．６６６６６６ 

配置予定技術者

の資格 
２ １ １ １．３３３３３３ 

配置予定技術者

の実績 
２ １ ０．５ １．１６６６６６ 

地域貢献 

評価点 

災害時協力協定 ０ ０ ３ １ 

区内本店事業者 ０ ３ ３ ２ 

地域経済振興 ２ ６ ２ ３．３３３３３３ 

公契約 

評価点 

賃金支払の状況   ０ ※ ０ 

労働福祉の状況 ３ ２ ２ ２．３３３３３３ 

労働安全衛生 ４ ０ ２ ２ 

建設キャリア 

アップシステム 
２ ０ ０ ０．６６６６６６ 

男女共同参画、

ワーク・ライフ・

バランス 

１ ０ ０ ０．３３３３３３ 

障害者雇用 ０ －２ ２ ０ 

若年者雇用 １ １ ０ ０．６６６６６６ 

合計 ２７ ２５ ２２．５ ２４．８３３３３ 

※「賃金支払の状況」はＪＶ全体として評価します。 
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１ 価格点（０点～５０点） 

（１）価格点の評価イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）評価基準価格の算出方法 

 予定価格の 100 分の 75 から 100 分の 93 の範囲内で、次の算出式に基づき、

評価基準価格を設定します。入札価格が評価基準価格と同額のとき、価格点は最

も高くなり、50点満点となります。 
 
評価基準価格 ＝ 直接工事費×0.97 ＋ 共通仮設費×0.9 ＋ 現場管理費×0.9 ＋ 

(※１)                (※２、３)                         （※３） 

 一般管理費等×0.68 ＋ 発生材売却費等 

※１ この式による算定値が予定価格の 100分の 75を下回る場合は予定価格の 100分の 75

の値とし、予定価格の 100 分の 93 を上回る場合は予定価格の 100 分の 93 の値とし

ます。 

※２ 解体工事の場合は、直接工事費の乗率を 0.8とします。 

※３ 公共建築工事積算基準（以下「積算基準」という。）における直接工事費は、直接工

事費と現場管理費の一部に相当する額（以下「現場管理費相当額」という。）により

構成されているため、直接工事費の額は積算基準における直接工事費から現場管理

費相当額を減じて得た額とし、現場管理費の額は積算基準における現場管理費の額

に現場管理費相当額を加えて得た額とします。ただし、積算基準における直接工事費

を直接工事費と現場管理費相当額に明確に区分することが困難な場合は、積算基準

における直接工事費に 10分の１を乗じて得た額を現場管理費相当額とします。 

  

第２ 価格点 

【
価
格
点
】 
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（３）価格点の算出方法 

 価格点は、次の算出式に基づき算定します。 

 なお、小数点以下５位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとしま

す。 

「入札価格≧評価基準価格」の場合 

 

価格点 ＝ 50 − 50 ×

9 × (
入札価格

予定価格
−
評価基準価格

予定価格
)

2

10 × (
評価基準価格

予定価格
− 1)

2  

 

 

「入札価格＜評価基準価格」の場合 

 

価格点 ＝ 50 − 50 ×

(
入札価格

予定価格
−
評価基準価格

予定価格
)

2

(
評価基準価格

予定価格
−
失格基準価格

予定価格
)

2 

 

※ 失格基準価格とは、低入札価格調査制度における失格基準価格を指します。 

 

２ 低入札価格調査制度 

 総合評価方式による入札には、低入札価格調査制度を適用します。 

 また、当該制度における失格基準価格を設定し、入札公告時に事前公表します。 

詳細は、世田谷区低入札価格調査制度要領、低入札価格調査制度に係る調査マ

ニュアルのとおりとなります。 

 

・調査基準価格 

契約の内容に適合した履行がされないおそれのある価格での落札を防止する

ため、調査基準価格を設定し、当該価格を下回る入札については低入札価格調

査を実施します。 

・失格基準価格 

契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる価格として

失格基準価格を設定し、当該価格を下回る入札は失格とします。 

  

https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kusei/009/004/d00123136_d/fil/teinyuusatuchousa.pdf
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kusei/009/004/d00123136_d/fil/teinyuusatuchousa_manu.pdf
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kusei/009/004/d00123136_d/fil/teinyuusatuchousa_manu.pdf
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１ 工事成績（－２点～１３点） 

（１）評価対象とする工事等 

「世田谷区建築・設備工事成績評定要綱」または「世田谷区土木工事成績評定

要綱」に基づく工事成績評定について、次のとおり評価します。 

・入札公告日の属する年度及びその前５年度内に完了した世田谷区発注の工事

で、原則として発注業種と同種工事を対象とします。（評価対象とする業種は

落札者決定基準において示します。） 

・建設共同企業体（ＪＶ）で請け負った工事も対象とします。 

・入札公告日の前日までに評定された工事成績評定通知書のうち竣工日が直近

のものから順に３件を対象として、工事成績評定通知書の評定点の相加平均

を算定します。対象となる工事実績が３件に満たない場合は、実績数に応じて

２件の相加平均または１件の評定をもとに評価します。対象となる工事実績

がない場合は、工事成績の評価点は０点とします。 

・対象となる工事成績評定通知書の評定点のうち、６０点未満のものがある場合

は当該評定点を０点とみなして算定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

R4.4.1 R2.4.1 H31.4.1 H30.4.1 

※この期間内に竣工した工事の工事成績評定通知書を算定対象とする。 

R3.4.1 H29.4.1 

直近３件でない
ので対象外 

６０点未満なので
０点として計算 

期間外なので、仮に
直近３件であっても
対象外 

 

入
札
公
告
日 

75 

点 

78 
点 

74 
点 

58 

点 

76 

点 

（74 点＋0 点＋76 点）÷3 件＝50 点 

※ 対象となる工事が３件に満たない場合 

74 

点 

72 

点 

【対象工事が２件】 【対象工事が１件】 

75 

点 

【対象工事が０件（実績なし）】 

 

（74 点＋72 点）÷2 件＝73 点 評価点は 0 点 75 点 

第３ 施工能力評価点 
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（２）評価の方法 

 次の算定表に基づき、評価します。 

 

工事成績評定通知書の評定点の平均 評価点 

８０点以上１００点以下 １３  点 

７９点以上８０点未満 １２．５点 

７８点以上７９点未満 １２  点 

７７点以上７８点未満 １１．５点 

７６点以上７７点未満 １１  点 

７５点以上７６点未満 １０．５点 

７４点以上７５点未満 １０  点 

７３点以上７４点未満  ９．５点 

７２点以上７３点未満  ９  点 

７１点以上７２点未満  ８．５点 

７０点以上７１点未満  ８  点 

６９点以上７０点未満  ７．５点 

６８点以上６９点未満  ７  点 

６７点以上６８点未満  ６．５点 

６６点以上６７点未満  ６  点 

６５点以上６６点未満  ５．５点 

６４点以上６５点未満  ５  点 

６３点以上６４点未満  ４．５点 

６２点以上６３点未満  ４  点 

６１点以上６２点未満  ３．５点 

６０点以上６１点未満  ３  点 

４０点以上６０点未満 －１  点 

     ４０点未満 －２  点 

※対象となる工事実績がない場合は０点とします。 

  

【例】 

直近３件の工事成績評定点 

63 
点 

72 

点 

73 

点 

（63 点＋72 点＋73 点）÷3 件 

＝69.333…点（評定点の平均） 

評定点の平均を左表に当てはめ

ると評価点は 7.5点となります。 
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２ 優良工事実績（０点～３点） 

世田谷区から請け負った工事の中に、世田谷区が公表する「優良工事実績」に

認定されたものがある場合に評価します。 

・入札公告時に公表されている最新の年度を含む過去３年度内の優良工事実績

を対象とします。建設共同企業体（ＪＶ）で請け負った工事も対象とします。 

・「優良工事実績」として認定する工事は、各年度に竣工した工事のうち、「土木」

「建築」「電気設備」「機械設備」「造園」の業種ごとに上位１０位以内のもの

で、かつ工事成績評定が７０点以上のものとします。 

 

内容 評価点 

「優良工事実績」に認定されたものが２件以上ある ３点  

「優良工事実績」に認定されたものが１件ある ２点  

認定されたものがない ０点  

 

３ 配置予定技術者の資格（０点～２点） 

（１）評価の方法 

配置予定技術者が保有する資格について、当該発注工事の建設業法上の業種

に係る技術者要件に基づき、次の区分によって評価します。 

・一級技術者 

建設業法第１５条第２号イに該当する者 

・二級技術者 

建設業法第２７条第１項の規定による技術検定その他の法令に規定する検定

又は試験で当該検定又は試験に合格することによって直ちに同法第７条第２号

ハに該当することとなるものに合格した者又は他の法令の規定による免許又は

免状の交付で、当該免許等を受けることによって直ちに同号ハに該当すること

となるものを受けた者であって一級技術者以外の者 

 

内容 評価点 

一級技術者 ２点  

二級技術者 １点  

※配置予定技術者が複数の資格を有する場合には、上位の資格１つのみ資格点

の算定対象とし、それ以外は算定対象となりません。 

 

（２）提出書類 

・配置予定技術者の保有資格証の写し 

・雇用関係を証明する書類（健康保険被保険者証等の写し） 
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（３）提出周期 

 案件ごとに提出してください。 

 

４ 配置予定技術者の実績（０点～２点） 

（１）評価の方法 

ＣＯＲＩＮＳの工事区分で当該発注工事と同一の工種の工事で、高さ、長さ、

面積等の規模や請負金額等が当該発注工事と同程度以上のものを「同種工事」、

当該発注工事よりも小さいものの経験として有用なものを「類似工事」とし、次

の区分によって評価します。 

 監理（主任）技術者として 

係わった場合の評価点 

担当技術者、現場代理人として 

係わった場合の評価点 

同種工事 ２点 １点 

類似工事 １点 ０．５点 

※同種工事、類似工事の要件は、当該発注工事の落札者決定基準で示します。 

※配置予定技術者の実績の評価点は、ＣＯＲＩＮＳに登録されたデータから算

定します。実績は、入札公告日の属する年度及びその前５年度内に完了した工

事のうち、入札公告日の前日までに竣工登録された工事を対象とします。 

※配置予定技術者の実績は、当該発注工事が予定価格 500 万円未満の場合又は

建築工事若しくは設備工事の改修工事の場合は評価対象としません。 

 

（２）提出書類 

・配置予定技術者の実績確認資料 

（ＣＯＲＩＮＳの竣工時工事カルテ受領書の写し、契約書の写し等） 

・雇用関係を証明する書類（健康保険被保険者証等の写し） 

 

（３）提出周期 

 案件ごとに提出してください。 
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１ 災害時協力協定（０点～６点） 

（１）評価対象とする協定等 

世田谷区と災害時協力協定を締結している団体、又はその構成員である場合

に評価します。また、災害時協力協定に基づき活動した実績がある場合に評価し

ます。 

①評価対象とする協定 

 危機管理部災害対策課が所管する災害時協力協定を対象とします。該当協定

の一覧は次の区ホームページに掲載されています。 

https://www.city.setagaya.lg.jp/02049/5454.html 

②評価対象とする活動実績 

 次の条件にすべて該当する活動実績を対象とします。 

・①に該当する災害時協力協定に基づく活動であること 

・災害の発生時に区の要請に基づいて行った活動であること 

・区で活動の実態が確認できるものであること 

・入札公告日の属する年度及びその前３年度内の実績であること 

 

（２）評価の方法 

 内容 評価点 

災害時協力協定を締結している団体、又はその構成員である ３点  

災害時協力協定に基づく活動実績がある ３点  

災害時協力協定の締結、活動実績いずれもない ０点  

※災害時協力協定を締結している団体又はその構成員であり、かつ活動実績が

ある場合は６点とします。 

 

（３）提出書類 

・災害時協力協定書の写し（協定者である団体の構成員である場合は、そのこと

が分かる組合員名簿等を含む） 

 

（４）提出周期 

毎年２月１日以降、最初に参加する総合評価方式適用案件の申告書提出時に、

最新の資料を提出してください。 

 

（５）災害時協力協定に基づく活動実績の申告及び認定 

 災害時協力協定に基づき活動を行った場合は、「地域貢献評価点（災害時協力

協定活動実績）申告書」（様式２）により、財務部経理課に申告してください。

第４ 地域貢献評価点 

https://www.city.setagaya.lg.jp/02049/5454.html
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評価対象の活動であることが確認できた場合は、加点対象として認定し、（１）

で示す期間内において評価します。 

 申告は、入札参加時だけでなく、活動日以降であれば行うことができます。 

 

２ 区内本店事業者（０～３点） 

東京電子自治体共同運営電子調達サービスに登録されている本店所在地が世

田谷区内の場合に評価します。 

 

内容 評価点 

本店所在地が世田谷区内である ３点  

本店所在地が世田谷区外である ０点  

 

３ 地域経済振興（０～６点） 

（１）評価対象とする工事 

入札公告日の属する年度及びその前３年度内に完了した世田谷区発注の工事

で、入札公告日の前日までに竣工した工事のうち竣工日が直近のものから順に

３件を対象とし、入札参加者が選択した１件について評価します。 

 

（２）評価の方法 

工事請負代金のうち、自社施工及び区内事業者（世田谷区内に所在する本店又

は営業所をいう。）への工事の下請負契約（一次下請に限る。）の金額が占める割

合を評価します（区内で請け負った金額÷工事請負代金）。なお、自社施工の金

額は入札参加者が世田谷区内に所在する本店又は営業所の場合に限って評価対

象とします。 

 

内容 評価点 

自社施工及び区内事業者への工事の下請負契約の割合が 

７５％以上 
６点  

自社施工及び区内事業者への工事の下請負契約の割合が 

５０％以上７５％未満 
４点  

自社施工及び区内事業者への工事の下請負契約の割合が 

２５％以上５０％未満 
２点  

自社施工及び区内事業者への工事の下請負契約の割合が 

２５％未満 
０点  
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（３）提出書類 

・下請使用状況届の写し（工事竣工時の最新のもの） 

・区内事業者への下請負契約書等の写し 

 

（４）提出周期 

毎年２月１日以降、最初に参加する総合評価方式適用案件の申告書提出時に、

最新の資料を提出してください。２回目以降の参加時は、申告する工事契約案件

を変更した際に、再度提出してください。 

変更がない場合は、区にて既に提出された資料を基に申告内容を確認します。 
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１ 賃金支払の状況（－２点～０点） 

（１）評価の方法 

当該発注工事に従事する労働者について、世田谷区公契約条例に基づく労働

報酬下限額を遵守できない場合は減点します。 

 

内容 評価点 

労働報酬下限額を遵守できる ０点  

労働報酬下限額を遵守できない －２点  

※労働報酬下限額は、区ホームページに掲載のとおり。 

https://www.city.setagaya.lg.jp/02234/8039.html 

 

（２）遵守の確認方法 

①入札時 

従事を予定している各職種について、最も安価な労働者の賃金支払予定額を

「労働報酬確認台帳兼誓約書」（様式３）によって申告し、当該予定額が労働報

酬下限額以上であるか確認します。 

②工事竣工後 

工事が竣工した日の属する月の翌月の末日までに、各職種の賃金額のうち最

も低い額を支払った者に係る賃金台帳又は支払いを証する書類の写しを提出し、

当該賃金が労働報酬下限額以上であるか確認します。なお、本確認は下請事業者

にも及びます。 

 遵守できると申告していたにもかかわらず、労働報酬下限額以上の支払いが

行われていなかった場合には、当該工事の工事成績評定を１０点減点します。 

※工事の施工中に設計変更等により、入札時と異なる職種に労働者を配置した

場合は、当該職種についても確認を行いますので賃金台帳等の資料を提出し

てください。 

 入札参加者 区 

入
札
時 

「労働報酬確認台帳兼誓約書」を提出 
賃金支払予定額が労働報酬下限額以

上であることを確認 

工
事
竣
工
後 

職種ごとの賃金額のうち最も低い額を

支払った者に係る賃金台帳又は支払い

を証する書類の写しを提出 

賃金支払実績額が労働報酬下限額以

上であることを確認 

（労働報酬下限額以上の支払いが行

われていなかった場合には、当該工

事の工事成績評定を１０点減点） 

第５ 公契約評価点 

https://www.city.setagaya.lg.jp/02234/8039.html
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【参考】 工事請負契約における賃金単価の範囲 

区分 手当等 例 

対象とするもの 基本給相当額 基本給（定額給）、出来高給 

基準内手当 家族手当、通勤手当、地域手当、住宅手

当、現場手当、技能手当、精勤手当 

臨時の給与 賞与、その他の臨時の賃金 

実物給与 通勤用定期、食事の支給等 

対象から除くもの 特殊な労働に対す

る手当 

各職種の通常の作業条件や作業内容を超

えた特殊な労働に対する手当（突貫手当

等） 

時間外等割増賃金 時間外、休日、深夜の割増賃金 

休業手当 仕事がないために労働者を休業させたこ

とに対する手当 

本来は経費にあた

る手当 

労働者個人持ちの工具・車両の損料、労

働者個人が立替払いした旅費等、本来は

賃金でなく経費の負担に該当する手当 

※工事請負契約における労働報酬下限額は、公共工事設計労務単価を勘案して定めて

います。このため賃金単価に含める手当等の区分は、同労務単価の設定の基礎とな

る「公共事業労務費調査」における手当の基準内・基準外の区分に準じています。 

※上記の手当等の名称は、法令での名称、一般的に用いられている名称です。手当等

の算定は、名称のみではなく支給基準や支給実態等を考慮して判断してください。 

※ここでの賃金・手当等は、税金や社会保険料等を控除する前のものであり、手取り

額とは異なります。 

 

（３）提出書類 

①入札時 

・労働報酬確認台帳兼誓約書（様式３） 

②工事竣工時 

・各職種の賃金額のうち最も低い額を支払った者に係る賃金台帳又は支払いを

証する書類の写し※下請事業者含む 

 

（４）提出周期 

 案件ごとに提出してください。 

 

（５）労働報酬下限額の周知に係る取組み 

労働報酬下限額の適用案件については、従事する労働者への周知カードの配

布や作業所等でのポスター掲示により、労働者に労働報酬下限額が確実に伝わ

るよう周知をしてください。また、「労働報酬下限額の周知に係る確認書」の提

出をお願いします。 
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２ 労働福祉の状況（０点～３点） 

（１）評価の方法 

 入札公告時点での経営事項審査における「労働福祉の状況 ※」の点数を評価

します。 

 

※令和５年１月１日改正以降の経営事項審査通知書の場合には、「建設工事の担

い手の育成及び確保に関する取組の状況」のうち、「①雇用保険加入の有無」

「②健康保険加入の有無」「③厚生年金保険加入の有無」「④建設業退職金共済

制度加入の有無」「⑤退職一時金制度若しくは企業年金制度導入の有無」「⑥法

定外労働災害補償制度加入の有無」の合計点数を評価対象とします。 

 

内容 

（「労働福祉の状況」の点数） 
評価点 

４５点 ３点  

３０点 ２点  

１５点 １点  

   ５点以下 ０点  

 

 

 

（２）提出書類 

経営規模等評価結果通知書の写し 

 

（３）提出周期 

経営事項審査の「労働福祉の状況」における点数の構成 

経営事項審査における社会性に関する審査項目のひとつとして「労働

福祉の状況」が審査対象となっている。次の加点項目、減点項目によっ

て－１２０点～４５点の間で審査される。 

●加点される項目（１つ該当につき１５点） 

・建設業退職金共済制度への加入 

・退職一時金制度又は企業年金制度の導入 

・法定外労働災害補償制度への加入 

●減点される項目（１つ未加入につき－４０点 ※適用除外の場合を除く） 

・雇用保険の未加入 

・健康保険の未加入 

・厚生年金保険の未加入 
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毎年２月１日以降、最初に参加する総合評価方式適用案件の申告書提出時に、

最新の資料を提出してください。２回目以降の参加時は、最新資料が変更となっ

ている場合のみ申告書提出時に再度提出してください。 

変更がない場合は、区にて既に提出された資料を基に申告内容を確認します。 

 

３ 労働安全衛生（０点～４点） 

（１）評価の方法 

 入札公告時点における建設業労働災害防止協会への加入有無、同協会のコス

モス（ＣＯＨＳＭＳ）又はコンパクトコスモス（ＣＯＭＰＡＣＴ ＣＯＨＳＭＳ）

認定の有無について評価します。 

内容 評価点 

建設業労働災害防止協会へ加入している ２点  

コスモス又はコンパクトコスモスの認定を受けている ２点  

いずれの加入、認定もない ０点  

※建設業労働災害防止協会へ加入し、かつコスモス又はコンパクトコスモスの

認定を受けている場合は４点とします。 

 
 

（２）提出書類 

・建設業労働災害防止協会の加入証明書の写し 

・建設業労働安全衛生マネジメントシステム（COHSMS）認定書の写し 

 

（３）提出周期 

 労働安全衛生の評価項目 

●建設業労働災害防止協会 

 労働災害防止団体法に基づき建設業における労働災害防止を図ることを

目的に設置された団体。加入すると安全管理士等による技術指導、安全診

断、安全パトロール等が受けられる。 

●コスモス（COHSMS）認定 

 建設業労働災害防止協会による、建設業労働安全衛生マネジメントシス

テムの構築・実施状況についての評価・認定制度。コンパクトコスモスは

労働者数 50人未満程度の中小規模建設事業場向けに、コスモスよりもシ

ステムの実施運用の負担を軽減したもの。 

 

※詳細は協会のホームページを参照のこと。 

https://www.kensaibou.or.jp/ 

https://www.kensaibou.or.jp/
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毎年２月１日以降、最初に参加する総合評価方式適用案件の申告書提出時に、

最新の資料を提出してください。 

 

４ 建設キャリアアップシステム（０点～２点） 

（１）評価の方法 

入札公告時点において、建設キャリアアップシステムへの事業者登録をして

いる場合に評価します。 

内容 評価点 

事業者登録をしている ２点  

事業者登録をしていない ０点  

 

（２）提出書類 

・事業者登録していることがわかる資料 

（「事業者情報登録完了のお知らせ」はがきの写し、事業者登録の完了メール

の写し、事業者ログイン画面の写し等） 

 

（３）提出周期 

毎年２月１日以降、最初に参加する総合評価方式適用案件の申告書提出時に、

最新の資料を提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 男女共同参画、ワーク・ライフ・バランス（０点～２点） 

（１）評価の方法 

入札公告時点において、以下の認定を受けている数及び行動計画を策定・届出

している数を評価します。ただし、評価点は合わせて最大で２点とします。 

【厚生労働省等の認定】 

・東京ライフ・ワーク・バランス認定 

建設キャリアアップシステム（CCUS） 

建設業に従事する技能者の就業履歴や保有資格等を、業界統一のルールで

蓄積することにより、技能者の処遇改善や技能研鑽を図る仕組み。各技能者

に社会保険加入状況、保有資格、研修受講履歴等を登録した ICカードを配

布し、現場入場の際にカードリーダー等で読み取ることで個々の技能者の就

業履歴等がシステムに登録・蓄積される。 

 

※詳細は一般財団法人建設業振興基金のホームページを参照のこと。 

https://www.ccus.jp 

https://www.ccus.jp/
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・えるぼし認定 

・くるみん認定 

【一般事業主行動計画の策定・届出】 

・「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（以下「女性活躍推進法」）

第８条に基づく一般事業主行動計画の策定・届出 

・「次世代育成支援対策推進法」（以下、「次世代法」）第１２条に基づく一般事

業主行動計画の策定・届出 

内容 評価点 

２つ以上の認定がある ２点  

１つの認定がある １点  

女性活躍推進法に基づく一般事

業主行動計画の策定・届出※１ 

０．２５点 

次世代法に基づく一般事業主行

動計画の策定・届出※２ 

０．２５点 

いずれの認定・届出もない ０点  

※１…えるぼし認定未認定かつ常時雇用労働者数１００人以下の事業者に限る。 

※２…くるみん認定未認定かつ常時雇用労働者数１００人以下の事業者に限る。 

※３…女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画及び次世代法に基づく一般

事業主行動計画を一体として作成し届出を行うことも可能です。詳しく

は下記厚生労働省のホームページを参照してください。 

   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html 

 

（２）提出書類 

【厚生労働省等の認定】 

・東京ライフ・ワーク・バランス認定状の写し 

・基準適合一般事業主認定通知書の写し（えるぼし認定・くるみん認定） 

・基準適合認定一般事業主認定通知書の写し（プラチナえるぼし認定・プラチナ

くるみん認定） 

【一般事業主行動計画の策定・届出】 

・都道府県労働局へ提出した一般事業主行動計画策定・変更届の写し（受領印の

あるもの）（女性活躍推進法・次世代法） 

 

（３）提出周期 

毎年２月１日以降、最初に参加する総合評価方式適用案件の申告書提出時に、

最新の資料を提出してください。２回目以降の参加時は、最新資料が変更となっ

ている場合のみ申告書提出時に再度提出してください。 

変更がない場合は、区にて既に提出された資料を基に申告内容を確認します。 

一体で届出をした場合、 

０．５点とみなします。※３ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
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男女共同参画、ワーク・ライフ・バランスの評価項目 

●東京ライフ・ワーク・バランス認定企業制度 

東京都が実施する、生活と仕事の調和の実現に向けて優れた取組み（休暇取得促

進、育児と仕事の両立推進、多様な勤務形態、女性活躍促進など）を行っている中

小企業等を認定する制度。都内に本社又は主たる事業所を置き、常時雇用する従業

員の数が３００人以下の企業等が対象。 

●えるぼし認定 

 厚生労働省が実施する、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性

活躍推進法）に基づき、一定基準を満たす企業について、女性の活躍促進に関する

状況などが優良な企業として認定する制度。えるぼし認定企業のうち、より高い水

準の要件を満たした企業はプラチナえるぼし認定を受けることができる。 

●くるみん認定 

 厚生労働省が実施する、次世代育成支援対策推進法に基づき、一定基準を満たす

企業について、子育てサポート企業として認定する制度。くるみん認定企業のう

ち、より高い水準の要件を満たした企業はプラチナくるみん認定を受けることがで

きる。 

 

※それぞれ詳細は次のホームページをご覧ください。 

〔東京ライフ・ワーク・バランス認定企業制度〕 

東京都（ＴＯＫＹＯはたらくネット）ホームページ 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/hatarakikata/lwb/ikiiki/ 

トップページ > 働き方改革 > ライフ・ワーク・バランスの推進 > 東京ライフ・ワーク・バランス認定企業

制度 

〔えるぼし認定〕 

厚生労働省ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html 

ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 雇用環境・均等 > 雇用における男女の均等な

機会と待遇の確保のために > 女性活躍推進法特集ページ（えるぼし認定・プラチナえるぼし認定） 

〔くるみん認定〕 

厚生労働省ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/ 

ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 子ども・子育て > 職場における子育て支援 > くるみんマー

ク・プラチナくるみんマークについて 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/hatarakikata/lwb/ikiiki/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/
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６ 障害者雇用（－２点～２点） 

（１）評価の方法 

入札公告時点における障害者雇用状況を評価します。 

なお、評価は障害者の雇用の促進等に関する法律第４３条に係る雇用義務の

有無に応じて次のとおりとします。 

 

【法定雇用義務がある事業者の場合】 

内容 評価点 

法定雇用率を達成の上、加えて１名以上を雇用 ２点  

法定雇用率を達成 ０点  

法定雇用率を達成していない －２点  

 

【法定雇用義務がない事業者の場合】 

内容 評価点 

１名以上雇用 ２点  

雇用していない ０点  

※「１名」の定義は障害者雇用促進法における雇用率算定の考え方に準じるもの

とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）提出書類 

【法定雇用義務がある事業者の場合】 

・直近で公共職業安定所宛に提出した障害者雇用状況報告書の写し 

 

【法定雇用義務がない事業者の場合】 

・障害者を雇用していることがわかる資料 

（障害者本人の雇用保険証、労働契約書、賃金支払い資料、障害者手帳の写し等） 

 

（３）提出周期 

障害者雇用についての相談先 

※それぞれ詳細は次のホームページをご覧ください。 
●ハローワーク渋谷 

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/list/shibuya.html 
●障害者就業・生活支援センター アイ-キャリア 

https://mahiro.or.jp/i-cari/ 

●世田谷区障害者就労支援センター 
 https://www.city.setagaya.lg.jp/02084/2831.html 

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/list/shibuya.html
https://mahiro.or.jp/i-cari/
https://www.city.setagaya.lg.jp/02084/2831.html
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毎年２月１日以降、最初に参加する総合評価方式適用案件の申告書提出時に、

最新の資料を提出してください。２回目以降の参加時は、最新資料が変更となっ

ている場合のみ申告書提出時に再度提出してください。 

変更がない場合は、区にて既に提出された資料を基に申告内容を確認します。 

 

７ 若年者雇用（０点～２点） 

（１）評価の方法 

入札公告時点での経営事項審査における「若年技術職員の継続的な育成及び

確保」「新規若年技術職員の育成及び確保」の該当数を評価します。 

 

内容 評価点 

２つとも該当 ２点  

いずれか１つのみ該当 １点  

該当なし ０点  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）提出書類 

・経営規模等評価結果通知書の写し 

 

（３）提出周期 

毎年２月１日以降、最初に参加する総合評価方式適用案件の申告書提出時に、

最新の資料を提出してください。２回目以降の参加時は、最新資料が変更となっ

ている場合のみ申告書提出時に再度提出してください。 

変更がない場合は、区にて既に提出された資料を基に申告内容を確認します。 

経営事項審査における「若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状

況」 

経営事項審査における社会性に関する審査項目のひとつとして「若年の技術

者及び技能労働者の育成及び確保の状況」が審査対象となる。次の２項目の該

当有無によって審査される。 

●若年技術職員の継続的な育成及び確保 

 審査基準日において満 35歳未満の技術職員の人数の割合が、技術職員の人数

合計の 15％以上の場合、該当 

●新規若年技術職員の育成及び確保 

 審査基準日において満 35歳未満の技術職員のうち審査対象年内に新たに技術

職員となった者の割合が、技術職員の人数合計の 1％以上の場合、該当 



26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「世田谷で働こう！」若年者就職応援プログラムについて 

 区では、区内の企業で働きたい若年者を対象とした就職応援プログラムとし

て「世田谷で働こう！」を実施しています。区内中小企業向けに採用促進支援

や定着促進支援の無料プログラムを用意しており、建設業に特化したイベント

もございます。 

 

※詳細は次のホームページをご覧ください。 

 世田谷で働こう！事務局ホームページ 

 https://w-setagaya.jp/ 

〔問い合わせ先〕 

 世田谷で働こう！事務局 

 電話 03-6734-1303 

https://w-setagaya.jp/
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１ 提出書類一覧 

評価項目 提出書類 

全体 ・世田谷区建設工事総合評価方式評価点申告書(様式１) 

施
工
能
力
評
価
点 

工事成績 なし 

優良工事実績 なし 

配置予定技術者の

資格 

・配置予定技術者の保有資格証の写し 

・雇用関係を証明する書類 

配置予定技術者の

実績 

・配置予定技術者の実績確認資料 

・雇用関係を証明する書類 

地
域
貢
献
評
価
点 

災害時協力協定 

・災害時協力協定の写し 

・地域貢献評価点（災害時協力協定活動実績）申告書

（様式２）（事前申告可） 

区内本店事業者 なし 

地域経済振興 
・下請使用状況届の写し(工事竣工時の最新のもの) 

・区内事業者への下請負契約書等の写し 

公
契
約
評
価
点 

賃金支払の状況 ・労働報酬確認台帳兼誓約書（様式３） 

労働福祉の状況 ・経営規模等評価結果通知書の写し 

労働安全衛生 

・建設業労働災害防止協会の加入証明書の写し 

・建設業労働安全衛生マネジメントシステム（COHSMS）

認定書の写し 

建設キャリア 

アップシステム 

・事業者登録していることがわかる資料 

（「事業者情報登録完了のお知らせ」等） 

男女共同参画、 

ワーク・ライフ・ 

バランス 

【厚生労働省等の認定】 

・東京ライフ・ワーク・バランス認定状の写し 

・基準適合一般事業主認定通知書の写し（えるぼし認定・

くるみん認定） 

・基準適合認定一般事業主認定通知書の写し（プラチナ

えるぼし認定・プラチナくるみん認定） 

【一般事業主行動計画の策定・届出】 

・都道府県労働局へ提出した一般事業主行動計画策定・

変更届の写し（受領印のあるもの） 

障害者雇用 

【法定雇用義務がある事業者の場合】 

・直近で公共職業安定所宛に提出した障害者雇用状況報

告書の写し 

【法定雇用義務がない事業者の場合】 

・障害者を雇用していることがわかる資料 

（障害者本人の雇用保険証、労働契約書、賃金支払い

資料、障害者手帳の写し等） 

若年者雇用 ・経営規模等評価結果通知書の写し 

第６ 提出書類 
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２ 提出周期 

 評価項目 

 全
体(

建
設
工
事
総
合
評
価
方
式
評
価
点
申
告
書) 

工
事
成
績 

優
良
工
事
実
績 

配
置
予
定
技
術
者
の
資
格 

配
置
予
定
技
術
者
の
実
績 

災
害
時
協
力
協
定 

区
内
本
店
事
業
者 

地
域
経
済
振
興 

賃
金
支
払
の
状
況 

労
働
福
祉
の
状
況 

労
働
安
全
衛
生 

建
設
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
シ
ス
テ
ム 

男
女
共
同
参
画
、
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス 

障
害
者
雇
用 

若
年
者
雇
用 

毎回 

（※１） 
○ 

提
出
書
類
な
し 

提
出
書
類
な
し 

○ ○  

提
出
書
類
な
し 

 ○       

毎年２月１

日以降初回

または 

変更発生時 

（※２） 

   ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

※１：入札案件ごとに提出する。 

※２：毎年２月１日以降、最初に参加する総合評価方式適用案件の申告書提出

時に、最新の書類をすべて添付して提出する。２回目以降の参加時は、

『前回提出した申告書の内容から申告内容が変更となった場合』また

は、『申告内容に変更はないが提出していた書類の最新版が変更となっ

た場合』に書類を再度提出する。 
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３ 提出方法 

 所定の期限までに資料提出フォームにより電子データでご提出ください。 

 提出期限、資料提出フォームのＵＲＬ等は当該発注工事の入札公告時にお示

しします。 

 

【資料提出フォームの画面イメージ】 

 
 

※実際の申請画面は変更となる場合があります 
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１ 配置予定技術者の資格、実績 

 落札者決定後、やむを得ない事由により配置予定技術者を変更する場合は、施

工能力評価点における「配置予定技術者の資格」「配置予定技術者の実績」の評

価点について、当初の配置予定技術者と同点以上の評価点を得ることができる

者を配置しなければなりません。 

 同点以上の評価点を得ることができる者を配置できない場合には、当該工事

の工事成績評定を５点減点します。 

 

２ 賃金支払の状況 

 公契約評価点における「賃金支払の状況」の評価点について、入札時に労働報

酬下限額を遵守できると申告していたにもかかわらず、労働報酬下限額以上の

賃金の支払いが行われていなかった場合には、当該工事の工事成績評定を１０

点減点します。 

 工事竣工後の確認において賃金支払実績額が労働報酬下限額以上であること

を確認できなかった場合のほか、労働者からの連絡等に基づき区が調査した結

果、遵守できていないことが判明した場合を含みます。 

 

３ 建設共同企業体（ＪＶ）の途中脱退等 

 建設共同企業体（ＪＶ）で入札参加をし、脱退等により一部の構成員が途中で

欠けたことによって、残存する構成員の評価の平均が、当初の評価点を下回る場

合は、当該工事の工事成績評定を５点減点します。 

 

４ 工事成績評定が不良等となった場合の取扱い 

 １～３の減点による場合も含め、工事成績評定が不良またはやや不良に該当

する場合の取扱いは、従前どおり次のとおりとなります。 

・工事成績評定が４９点以下の場合、世田谷区指名停止基準別表第１第４号（過

失による粗雑工事等）に基づき、指名停止措置の対象となります。 

・一部の工事において入札参加資格として、当該年度及び前年度において４９点

以下の工事成績評定を受けていないことを要件とします。 

・低入札価格調査により落札者となった過去の工事において６０点未満となっ

た場合、一定期間、低入札価格調査制度における失格に該当するものとします。 

 

５ 虚偽申告 

 入札時の申告に虚偽があった場合には、契約の解除や指名停止の措置をとる

ことがあります。 

第７ 入札時の提示内容が履行されなかった場合の取扱い 
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（１）シミュレーションの条件 

・予定価格 5,000万円（税抜）、失格基準価格 3,500万円（税抜）とする。 

・事例では、評価基準価格を 4,500 万円（税抜）と設定する（実際は非公表）。

なお、評価基準価格は、実際の入札においても開札後であれば推定し得るもの

である。 

・各社の施工能力評価点、地域貢献評価点、公契約評価点は、事例１～３におい

て同じ値としており、入札価格のみが異なる。 

 

（２）評価シミュレーション 

【事例１】全ての事業者が評価基準価格よりも高い金額で入札した場合 

 
入札価格 価格点 

施工能力 
評価点 

地域貢献 
評価点 

公契約 
評価点 

価格点以外

の合計 
評価値 
（合計） 

順位 

Ａ社 4,950 万円 13.55 点 13   点 10 点 7 点 30   点 43.55 点 4 位 

Ｂ社 4,900 万円 21.2  点 10   点 6 点 9 点 25   点 46.2  点 3 位 

Ｃ社 4,850 万円 27.95 点 7.5 点 8 点 6 点 21.5 点 49.45 点 2 位 

Ｄ社 4,800 万円 33.8  点 6   点 8 点 4 点 18   点 51.8  点 1 位（落札） 

 

  

第８ 評価シミュレーション 

評価基準価格 予定価格 

【
価
格
点
】 

50 点 

失格基準価格 

 【入札価格】 

C 社 

B 社 

A 社 

D 社 

高 

低 

高 低 

⇒予定価格近辺での入札では価

格点の差が大きく、価格点が

優位な事業者が落札しやす

い。 
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【事例２】評価基準価格近辺で入札が行われた場合 

 入札価格 価格点 
施工能力 
評価点 

地域貢献 
評価点 

公契約 
評価点 

価格点以外

の合計 
評価値 
（合計） 

順位 

Ａ社 4,700 万円 42.8   点 13   点 10 点 7 点 30   点 72.8   点 2 位 

Ｂ社 4,600 万円 48.2   点 10   点 6 点 9 点 25   点 73.2   点 1 位（落札） 

Ｃ社 4,550 万円 49.55  点 7.5 点 8 点 6 点 21.5 点 71.05  点 3 位 

Ｄ社 4,450 万円 49.875 点 6   点 8 点 4 点 18   点 67.875 点 4 位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事例３】評価基準価格を上回る価格と下回る価格に入札が分かれた場合 

 
入札価格 価格点 

施工能力 
評価点 

地域貢献 
評価点 

公契約 
評価点 

価格点以外

の合計 
評価値 
（合計） 

順位 

Ａ社 4,800 万円 33.8   点 13   点 10 点 7 点 30   点 63.8   点 3 位 

Ｂ社 4,750 万円 38.75  点 10   点 6 点 9 点 25   点 63.75  点 4 位 

Ｃ社 4,700 万円 42.8   点 7.5 点 8 点 6 点 21.5 点 64.3   点 2 位 

Ｄ社 4,250 万円 46.875 点 6   点 8 点 4 点 18   点 64.875 点 1 位（落札） 

 

  

評価基準価格 

 

予定価格 

【
価
格
点
】 

50 点 

失格基準価格 

 【入札価格】 

A 社 

B 社 
C 社 D 社 

高 

低 

低 高 

⇒評価基準価格近辺での入札で

は価格点の差が小さく、価格

点以外の点数が大きく影響す

る。 

⇒評価基準価格を下回ると価格

評価が逓減するが、過度な低

価格入札でなければ落札する

こともできる。 

評価基準価格 

 

予定価格 

【
価
格
点
】 

50 点 

失格基準価格 

 【入札価格】 

A 社 

B 社 
C 社 

D 社 高 

低 

低 高 
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【事例４】失格基準価格近辺の入札があった場合 

 
入札価格 価格点 

施工能力 
評価点 

地域貢献 
評価点 

公契約 
評価点 

価格点以外

の合計 
評価値 
（合計） 

順位 

Ａ社 4,950 万円 13.55  点 13   点 10 点 7 点 30   点 43.55 点 3 位 

Ｂ社 4,750 万円 38.75  点 10   点 6 点 9 点 25   点 63.75 点 1 位（落札） 

Ｃ社 4,000 万円 37.5   点 7.5 点 8 点 6 点 21.5 点 59    点 2 位 

Ｄ社 3,600 万円 9.5   点 6   点 8 点 4 点 18   点 27.5  点 4 位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

評価基準価格 

 

予定価格 

【
価
格
点
】 

50 点 

失格基準価格 

 【入札価格】 

A 社 

B 社 C 社 

D 社 

高 

低 

低 高 

⇒評価基準価格を下回ると価格

評価が逓減するため、失格基

準価格に近い入札では落札し

にくくなる。 
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【様式１】世田谷区建設工事総合評価方式評価点申告書（１／２） 

 

様式 
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【様式１】世田谷区建設工事総合評価方式評価点申告書（２／２） 
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【様式２】地域貢献評価点（災害時協力協定活動実績）申告書 

 

  

 



37 

 

【様式３】労働報酬確認台帳兼誓約書 

 

  

 



 

 

問い合わせ先 

 

世田谷区財務部経理課契約係 

電話 03-5432-2150～52、2435 

FAX 03-5432-3046 


